
２令和元年 10 月 15 日　広報ふっさ　No.1033042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします
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相談内容 実施日 時間 場所 備考
人権身の上相談
･行政相談 6 日㈬

午後1時 30分
～4時 30分

市役所 1階
第一相談室

予約制、先着6人（1人 30分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。

登記相談 7 日㈭
相続遺言等暮ら
しの手続き相談 12 日㈫

税務相談 28 日㈭

法律相談
1 日 ㈮ ･13
日㈬・20 日
㈬ ･27 日㈬

予約制、先着6人（1人 30分）
※相談日 6 日前から電話で
秘書広報課広報広聴係へ。

交通事故相談 21 日㈭ 午後1時 30分
～4時

予約制、先着3人（1人 45分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。
相談日以外は東京都都民の
声課☎ 03･5320･7733 へ。

少年相談 15 日㈮ 午前 9 時～午
後 4時 30分

予約制、警視庁八王子少年
セ ン タ ー☎ 042･679･1082
へ。相談日当日は秘書広報
課広報広聴係へ。

介護保険相談 毎週月 ･ 火
･木・金曜日

午前9時～正午、
午後1時～4時

市役所 1階
介護福祉課

介護福祉課介護保険係
☎ 551･1764

子ども相談

毎週
月～土曜日

午前8時 30分
～午後 5 時 15
分

子ども家庭支
援センター（子
ども応援館１
階）

子どもと家庭の相談 ･ 児童
虐待に関すること。
☎ 539･2555

教育相談
教育相談室（子
ども応 援 館 2
階）

教育についての悩み全般に
関すること。
教育委員会教育相談室
☎ 551・7700

消費者相談 毎週月･水・
金曜日

午前10時～正
午、午後1時～
4時

もくせい会館
シティセールス推進課産業
活性化グループ☎ 551･1699

事業資金相談 14 日㈭ 午前10時～午
後4時

商工会相談室
商工会☎ 551･2927 ※対象は
市内の小規模事業者

【そのほかの相談】市政 ･ 市民相談、国民年金相談、ひとり親家庭相談、健康相談、
育児相談（市役所代表☎ 551･1511）、心の相談、成年後見制度相談、リハビリ
相談、権利擁護相談、心配ごと相談（社会福祉協議会☎ 552･5027）

【問合せ】秘書広報課広報広聴係☎ 551･152911月の無料相談
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【10 月 22 日㈷の公共施設の業務について】10 月 22 日㈷は即位礼正殿の儀が行われるため休日となります。公共施設の業務については、ほかの祝日と同

様となりますのでご注意ください。【問合せ】企画調整課企画調整担当☎ 551・1528

区分
平成

30 年度

早期健全化
基準

〔黄信号〕

財政再生
基準

〔赤信号〕

実質赤字比率
一般会計が赤字かど

うかを判断する指標

一般会計の赤字額の標準財政規模 

（※ 1）に対する割合で、プラスの場合

は赤字となります。福生市は、赤字が

ないため「－」となっています。

－ 

（－）

13.09％
（13.11％）

20.00％

連結実質赤字比率
一般会計と特別会計

の全会計が赤字かど

うかを判断する指標

一般会計のほか、国民健康保険事業や

下水道事業などの特別会計を含めた実

質赤字の標準財政規模に対する割合で、

プラスの場合は赤字となります。福生

市は、全会計で赤字がないため「－」

となっています。

－ 

（－）

18.09％
（18.11％）

30.00％

実質公債費比率
年収に対する借入金

の返済額の大きさを

表す指標

一般会計が負担する実質的な公債費の

標準財政規模に対する割合です。福生

市は、借入金の返済が進んでいるため、

平成 29 年度より改善しています。

-3.2％
（-3.0％）

25.0％ 35.0％

将来負担比率
将来支払わなければ

ならない負債が年収

に対してどの程度な

のかを表す指標

一般会計が将来的に負担すべき実質的

な負債（借入金残高や退職金など）の

標準財政規模に対する割合です。福生

市は、将来負担すべきものが少ないた

め「－」となっています。

－ 

（－）
350.0％

（※ 1）標準財政規模とは、標準的な税収や地方交付税などを合算したもので、自由に使える

収入の規模とされています。

▼福生市の資金不足比率　（　）内は平成 29 年度

区分
平成

30 年度
経営健全化

基準

下水道
事業会計

公営企業の資金不足額の事業規模（料金収入などの営業収益

の規模）に対する割合で、プラスの場合は資金不足（赤字）と

なります。福生市は、資金不足がないため「－」となっています。

－ 

（－）
20.0％

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、自治体の財政健全度を測る指標として、

健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率の４つ

の指標）を算定しました。健全化判断比率が早期健全化基準を上回った場合は、財政状況が黄信

号の状態、財政再生基準を上回った場合は、赤信号の状態にあると判断され、財政健全化計画ま

たは財政再生計画の策定が義務付けられ、自治体財政の健全化を図ることとなります。

　また、公営企業（下水道事業）の経営の健全性に関する指標として、資金不足比率を算定しました。

資金不足比率が経営健全化基準を上回った場合は、経営状況が悪化していると判断されます。

　平成 30年度決算に基づき算定した福生市の比率は下表の通りで、早期健全化基準および経営

健全化基準を下回りました。

【問合せ】財政課☎ 551・1534

平成 30 年度決算に基づく健全化判断比率等について

▼地域懇談会のお知らせ

　市ではこれからの公共施設について、 地域の皆さ

んと一緒に考えるため、以下の日程で地域懇談会

（ワークショップ）を開催します。

【ファシリテーター】小澤はる奈氏（環境自治体会議

事務局長、元福生市基本構想審議会委員、元公民館

運営審議会委員）

【申込み】受付中。各回、上表の申込締切日までに電

話で行政管理課☎ 551・1580（平日午前 8 時 30 分～

午後 5時 15 分の間※正午～午後 1時を除く）へ。

日程 場所 時間 申込締切日

11 月 2 日㈯ 田園会館 2 階学習
室（三中地区） 午後 2 時

～ 4 時

10 月 29 日㈫

12 月 7 日㈯ さくら会館3階ホー
ル（一中地区）

12 月 3 日㈫
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９
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。
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０
０
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▼福生市の健全化判断比率　（　）内は平成 29 年度


